
 

令和７年６月２７日 

民間保育園・幼保連携型認定こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業・ 

事業所内保育事業・幼稚園型認定こども園 代表者様 

 

千葉市幼児教育・保育部 

幼 保 運 営 課 長 

 千葉市キッズ・ガード雇用等支援事業補助金について 

 

日頃より本市の教育・保育行政にご理解・ご協力を賜り、感謝申し上げます。 

標題の事業につきまして、「千葉市キッズ・ガード雇用等支援事業補助金」として交付要綱及び交付申請

等の様式を整備いたしました。ご利用をご検討中の園におかれましては、今回お送りする交付要綱及び交付

申請書等の様式とあわせまして、補助要件等をご確認の上、申請書類のご提出をお願いいたします。 

 

①事業概要 

園外活動時の事故防止のため、園外活動の頻度が高い園庭の無い保育園に対し、園外等で

の活動においての見守り活動や、子どもが集団で移動する際の安全確保を図る保育支援者

を配置し児童の安全確保と保育士の負担軽減を行うため実施する。 

（配置の際に要する費用の全部または一部を補助する） 

②対象園 

園庭のない保育園・園庭のない幼保連携型認定こども園・園庭のない小規模保育事業・園

庭のない家庭的保育事業・園庭のない事業所内保育事業及び園庭のない幼稚園型認定こど

も園 

③交付申請 

受付期間 
令和７年７月１８日金曜日まで 

④必要書類 

交付申請 ・交付申請書（様式第１号） 

・研修報告書（参考様式５）※補助金申請に係る保育支援者１名につき、１枚の研 

修報告書提出が必要になります。 

・雇用契約書等の写し又は雇用予定であることが分かるもの 

・散歩等の児童の園外活動時の見守り等に要する費用が分かるもの※ 

・本事業により保育士の業務負担が軽減される内容や、職員の雇用管理や勤務環境 

の改善に関する取組等が分かる実施計画書等※ 

（※参考様式１、２、３のご提出でも構いません。） 

実績報告 ・実績報告書（様式第９号） 

・雇用契約書等の写し 

・散歩等の児童の園外活動時の見守り等に要する費用が分かるもの 

（参考様式４でも構いません。） 

・補助金交付請求書(様式第１１号) 

※様式等は、実績報告のご案内時に併せて送付します。 

⑤補助額 １施設１か月あたり 上限４万５千円  

⑥補助の 

要件 

①本業務は、保育所等が散歩等の児童の園外活動時の見守り等のために、散歩の経路、目

的地における危険箇所の確認、道路を歩く際の体制・安全確認等、現地での児童の行動

把握などを行う業務とし、安全管理に知見を有する者として市が認めた者（いわゆる「キ

ッズ・ガード」。以下、「市が認めた者」という。）が、散歩等の園外活動時において、散



 

歩の経路、目的地における危険箇所の確認、道路を歩く際の体制・安全確認等、現地で

の児童の行動把握などを行うものとする。 

②本業務を行うに当たり、市が認めた者は、 

市が認めた交通安全に関する講習会等を修了すること。 

※補助金申請に係る保育支援者１名につき、１枚の研修報告書（参考様式５）の提出が 

必要になります 

③本業務を行う場合は、「保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項」（令 

和元年６月２１日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室厚生労働省子ども 

家庭局保育課事務連絡）に留意して実施すること。 

 

⑦補助対象

経費 

散歩等の児童の園外活動時の見守り等に要する経費（報酬、給料、職員手当等、賃金、報

償費、旅費、共済費、役務費、委託料、使用料及び賃借料） 

※ただし、児童の園外活動時の見守り等に係る経費について、子ども・子育て支援法（平

成２４年法律第６５号）第１１条に規定する子どものための教育・保育給付やその他の補

助金等を除く 

⑧補助実施 

期間 
令和７年４月～令和８年３月配置分 

※補助要件

⑨交通安全 

講習会に 

ついて 

●下記の交通安全に係る動画を視聴し、「研修報告書」を提出すること。 

※令和７年度については講習会の開催を行いません。 

※市が認めた交通安全に関する講習会等を修了したものとして認定します。 

※本補助金に係る保育支援者として申請を行う方については、必ず動画をご視聴いただ

き、「研修報告書」をご提出いただく必要があります 

 

〇交通安全に係る動画 

ひとこと交通安全教室 園外活動編【YouTube 千葉県警察公式チャンネル】 

https://www.youtube.com/watch?v=zuCx9mkA_ek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zuCx9mkA_ek


 

 

◆標準的な補助金支払いまでの流れ・必要書類 

幼保運営課 保育園等 

  

  

  

お問い合わせ先：幼保運営課 管理班 大沼 

電話 043-245-5726／メール unei-josei@city.chiba.lg.jp 

 

交付決定通知書 

・交付申請書(様式第１号) 

・雇用契約書等の写し又は雇用予定であることが分 

かるもの 

・散歩等の児童の園外活動時の見守り等に要する費 

用が分かるもの※ 

・本事業により保育士の業務負担が軽減される内容 

や、職員の雇用管理や勤務環境の改善に関する取 

組等が分かる実施計画書等※（※参考様式１、２、

３でも可） 

本事業に係る人材の

雇用や既存職員の対

応検討 

代金の支払い 

散歩等の児童の園外

活動時の見守り等に

要する費用が分かる

もの 

・実績報告書(様式第９号) 

・雇用契約書等の写し 

・散歩等の児童の園外活動時の見守り等に要 

する費用が分かるもの 

（人件費の場合は参考様式４でも可） 

・補助金交付請求書(様式第１１号) 

・補助金額確定通知書 

・補助金の支払 

R7 7/18まで 

R8 3/31まで 

mailto:unei-josei@city.chiba.lg.jp

